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診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業に至る経緯

平成11年  都立広尾病院事件 :医師法21条の「異状死」届出
を行わなかつた。刑事処罰の対象になり得る (東

京高裁判決平成16年9月 30日 ).

平成12年  行政機関は医療事故に対するマニュアル等を作
成し,21条に沿つた届出を行うよう指導 .

平成16年  4学会,基本領域19学会共同声明による提言 :

警察への届出範囲の特定化,警察に替わる第三

者機関合の届出制度の確立 ,「診療行為に関連
した死亡の調査を行う中立的専門機関」の創設

厚労省 :医療事故情報収集等事業 (特定機能病
院など)

平成17年  日本学術会議の異状死に関する提言

(2005年) 診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業

「診療関連死」       :
合併症死,事故死,過誤死

「診療関連死」とは,医療機関での診療中に生じた死で,

通常の病死以外のものを指す。

現代の医療では,疾患も複合的で,診断,治療行為は複
雑なものになつているため,死亡時に即座に合併症死 ,

事故死,過誤死に振り分けるのが困難である.

その死が担当医師にとって,医学的に十分な合理性をもっ

た経過の上で,病死と説明できたとしても,自 己の医療行

為に関わる合理性の判断を当該医師自身に委ねることは

適切でない。ここにおいて第二者医師(あるいは医師団)

の見解を求めるべきである.

「日本学術会議の異状死に関する提言」



遺族・病院間の話し合い

■院攀1医療安全委員会|■

医療機関

事例の概要

再発防止策

価。再発 説明・救済
(裁判外紛争処理 )再教育

罪の疑いの 死因不

死因解明    死因。病態解 犯罪捜査   公衆衛生

病理医,法医学  病理医,

臨床立会医   (
立会い,評価  cPc

低族・申請機関 遺族への
ァ般(概要)  (報 告書)

地域評価委員会 主治医



死の種類とその調査 (とくに解剖)

救急外来死

診療関連死

その他の異状死

1)事例の申請から解剖調査

実施まで

事例発生病院からの依頼
(a)

総合調整医,地域事務局
(b)

解剖施設における解剖調査
(c)  .

解剖調査を担当する医師は,c,d,0に つ
いて主に担当し,gでは委員会の構成員と
なつて,hの最終報告書の作成に寄与する
ことが求められている.

2)報告書作成から評価,説
明会まで

評価医による報告書の作成
(f)

評価委員会での検討
(D

遺族,依頼病院への説明
(i)

肉眼所見を基にした. 
遺族への説明
| .(d)

最終報告書
(h)
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原則として解剖調査を行う

◆
遺族の「解剖調査」への抵抗感,否定的感情,拒否.

解剖調査体制を構築できるか?

画像情報(生前,死後)のみで十分,医療評価が行え
るのではないか ?:

遺体がない場合にも調査を行うべきではないか.

J聯i

「診療行為に関連した死亡の調査分析」におけ

る解剖を補助する死因究明手法 (死後画像)の

検証に関する研究

班研究の概要

シミュレーション研究(画像診断の有用性予測)

症例検討会

放射線画像診断医間の診断精度

実施研究に基づく有用性評価

ガイドライン、マニュアル作成

分担者 :東海大学,関東中央病院,千葉大学,筑波メディ
カルセンター,国立国際医療センター(平成21年度)

20名 の検討委員(救急2名 、放射線7名 、法医4名 、病理7

名)を加え、症例検討会を組織 .



「死後画像が医療関連死の死因究明に寄与する度合い」についての

予測シミュレーション

臨床情報に基づき,解剖調査前に判断を下す状況をシミュレーション

対象 :モデル事業公表症例41例

有用性分類 (a―g)による寄与の予測評価

回答 :救急医2名 ,放射線科医7名 ,法 (医学)医3名 ,病理医8名

分類

生前画像のみで病態解析および死因究明が可能であり、死後画像の必要性はない。

死後画像のみで病態解析および死因究明が可能であり、解剖の必要性は殆どない。

死後画像で病態解析および死因究明はある程度可能だが、病理解割による確認が必要である

死後画像では病態解析および死因究明は限定的だが、その情報は解剖手技、報告書作成、或
いは遺族への説明、に有用である。

死後画像による病態解析および死因究明は困難で、病理解剖が必要である。

f 死後画像および病理解割のいずれによっても病態解析および死因究明は困難である。

a～fのいずれにも該当しない

二方向クラスタリング
数値化の規則 :b=0,c=0.25,d=0.75,e=1,afg=0.5で 複数あるも
のは平均値で計算 .

シミュレーションに用いられた事例 の臨床情報 (例 )

(モデル事業HPの公表事例の抜粋 )

事例15
70歳代本性。石灰化大動脈弁狭窄と僧帽弁閉鎖不全に対する弁置換術と左
回旋枝動脈へのパイパス術前に、左回旋枝への経皮的冠動脈形成術が施
行されたが,心筋虚血が急激に悪化し、心停止に至つた。

事例42
50歳代男性。胆石胆嚢炎術後、約2ヶ月後に結腸癌が発見された:肝転移が
あり、人工肛門造設術を行つたが、術後ショック状態になり死亡した。

事例10
40歳代女性。右大腿部の滑膜肉腫に対して広範切除術及び血管再建術が行
われた約9カ 月後に、下大静脈内に再発増殖した腫瘍の離断遊離組織から肺
動脈幹塞栓症をきたして死亡した。
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シミュレーション結果の分析
判断予測は,放射線科医どうしを含め , 評価者による違いが大きい
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解剖調査が必須とされた

症例群1:

冠動脈イベント

血管造影関連

不整脈

敗血症

解剖調査が必要とされた
症例群2:

外科手術中・後症例
産科症例

画像検査のみで十分とさ
れた症例群3:

大血管系イベント



実施症例(平成20年度)

東京大学:モバイルCT.病理解剖6,モデル事業調査解剖1,

司法解剖10症例 (医療関連死 1、 病死2).

東海大 :モバイルOT,MRI装置病理解剖2,法医解剖10症例 .

経時的な撮影 (肺など重要臓器に死後変化の所見)

臨床装置
千葉大学(病理解剖10例 )

筑波メディカルセンター (病理解剖4,法医承諾解剖16例 )

関東中央病院(病理解剖2例 )

東京逓信病院(病理解剖2例 )

昭和大学(病理解剖2例 )

教訓的症例を検討会にて提示,討論 .

一致性,有用性に関する評価基準 .

症例検討会 (平成20年度,4回 ,13症例 )

病理解剖8例;モデル事業調査解剖1例 ,

承諾解剖2例 ,司法解剖1例 ,参考症例(剖検なし)1例

5段階評価基準.総合評価

1.死後画像のみで病態解析および死因究明が可能

2.死後画像のみで病態解析および死因究明はほぼ可
能  (副病変は一致しない).

3.死後画像のみでは病態解析において一致しない項
目もあるが1死因についてはほぼ指摘できる.

4.死後画像のみでは病態解析は部分的に可能である
が、死因についてはその可能性を指摘するにとどまる.

5.死後画像のみでは病態解析および死因究明は困難.

6.その他 .

―螢悴ル右用性の評価E日

1.主病変

2.副病変・合併症

3.死因

4.病歴

5.生前画像 、

なお=平成21年度も症例検討会を継続:5回 ,12症例
病理解剖11例 ,モデル事業調査解剖1例 ,



モデル事業調査解割

` 
男螢Кまつみでは■彗

=●お1,丼,えずは蒸澪

剖検の結果十臨床評価から,胎盤や贖帯からの出血の可
能性が考えられた。術中“羊水淡血性"の記載,羊膜血管
の破綻の可能性.産科症例では画像検査および剖検によ
る死因究明がしばしば困難であるが、少なくとも解剖調査
を行う必要はある

検討会における議論の集約

死後画像による病変の検出に関して,正確度が高い病変,

疾患が存在する。

異常所見の死因に対する寄与を評価するには,他臓器
所見を含めた総合的な検討が重要であり,

死後変化を含めた「画像上異常所見」,ならびに「画像上
陰性所見」の確度に関するエビデンスの集積が必要.



平成21年度

複数の放射線画像診断医が独立して読影:病理と対比.

東京大学医学部附属病院オートプシー補助CT装置

「調査票」による検討 :病理所見との一致率,有用性 .

ガイドライン,マニュアルの作成

(1)死後画像有用性,限界性を遺族に説明するためのガイドラ

イン

(2)死後変化を病変と誤認しないための読影ガイドライン

(3)臨床用装置,専用装置を使用する場合の撮影マニュアル

(4)画像との対比を考慮した病理解剖マニュアル  :

||||■寒1燕痺仰摯

`干

1盛11年1庫|||■|
調査票を用いて,個々の症例を一定基準で評価 .

(病理解剖,法医承諾解剖,司法解剖,モデル事業症例など)

東大
日立国際
医療

関東

中央
千葉大

筑波
メディカル

東京

通信
東海大 計

病理解割 3 130

脳解割あり (35) (42)

ネクロプシー

針オートプシー
0 5

法医承諾解割 0 0

司法解割 4 0 7

モデル事棠

調査解割
2 0

実施総数 3 9

2009年3月
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【目的】死後画像を剖検の臓器所見と対比.

‐
放射線画像診断医間の一致率を検討.

【研究デザイン】

対象 :一施設の病理解剖50症例

読影 :年齢,性別,臨床診断,経過概要の情報

対比 :病理解剖報告書の主診断,副診断,代表的所見.

各症例の個々の疾患 口病変に関して,

読影報告書における指摘の有無を検索.

正診率を算定               _
複数の症例で見られる疾患・病変の平均正診率.

餞
け

:東京大学医学部附属病院オートプシー補助CT装置
日立Robusto(16列 マルチスライス)

撮影条件 :脳 :5mm厚 ,コンベンショナルスキャン

体幹:2.5mm厚 ,ヘリカルスキヤン

(小児の場合,1.25mm厚で全身撮影 )

撮影方法 :体液,血液が漏れないように遺体をボディーバッグで包む .

撮影時間 :原則,解剖直前に撮影 (所要時間は20分程度).

読影 :剖検前,病理医と臨床医が行う.

剖検後には,放射線専門医が読影を行う.

依頼 :放射線画像診断医10名 .

報告書総数349,一症例につき診断医5～ 10名 の報告書.

一症例にうき平均7名 が読影 .

対象:50症例にみられた449病変

■
●
▼



疾思/病変 平均正診率
9,%

正診率の範囲
86-100 %

_症例数
R大動 LrF鯉離

終末 晋 93%

胸 水 86% 00 %
腹 水 79% 29- 00 %

FBR質 件 肺 餐 75% 0-100 %
大動脈瘤 68% -100 ■

心嚢水 64% 0-100 % 1

′r、 々 ′ヽポ 十 一 千 0-86 % 3

肺 炎/気 管 支炎 57% 14-100 %
粟粒結核 30% 30%

硬 障下 血 腫 2991 0-67 % 4

肝硬変症 /肝線維症 2711 0-86 %
血粋庁 /実絵席 23% 8

神経 変性 疾 豊 1396 0-57 % 4

早期癌 13% 0-22 % 2

陳 旧性 心 筋糟実 1% 0-57 % 9

髄膜 炎 11% 1l16

魏室 庁 29% 6

急性心筋種案 4

Π市糟 実 0% 0% 1

CMV「譲らた Oll 4

潜在癌 0% 0% 5

死後CT検査 :診断が確実な病変,現時点では困難な病変がある。

死後CT画像により
ほぼ確実に診断さ
れる群

70%以上

大動脈解離,大動脈瘤,終末腎,腔水
症,間質性肺炎 (周囲の肺がクリアな場
合)、 腔気症 (ただし死後長時間の場合
は死後変化との区別が困難)

死後CT画像により

診断される可能性
はあるが,確実とは
いえない群

310/0-69%
心嚢水,心タンポナーデ,肺炎/気管支
炎 (肺水腫の合併がない場合)、 硬膜下
血腫,高度の肝硬変症/肝線維症

死後画像による診

断が現時点で難し
い群

30%以下

全身性感染症(粟粒結核など),血栓症 ,

塞栓症,軽度の肝硬変症/肝線維症、髄
膜炎,神経変性疾患,急性および陳旧
性心筋梗塞,原発不明癌,びまん性浸
潤性病変
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病理解剖症例

【症例】■ 歳代■■
【臨床診断】

腸閉塞,強皮症,間賞性肺炎,

肺高血圧症.慢性腎不全・ 多発筋炎

【臨床経過概要】

強皮症,間 質性肺炎にて加療,経過観

察中であつた

発熱.全身倍怠感出現  その:ヶ 月後 ,

腹痛.腹満著明 腹水穿刺で責色透明
の腹水 呼吸障害が出現 し,心不全症

状増悪 死亡 .

日1肺 野は全体として含気は悪く,含気のあ
る部分にても結節状の浸潤影あり

図2腹 水貯留.腹膜肥厚、腸管拡張 ,腸管
壁の肥厚,腸間膜脂肪の不均―な吸収饉上

昇

□3腹 膜,腸間膜表面には,自色の小結節
がべつたりと付着している

“
"籠

,専
=彙燿 澪■

=菫
綸燎 工蓼 ig■1■ ●

“̀薇 =螢 =“=減=黛
燎″らな

=●
義 ‐凛み

【解剖学的診断の要点】

1 粟粒結核

l)結核性腹膜炎

2)肺.肝.牌,腎.骨髄などの

諸臓器の結核病桑

2 強皮症および関連病変

皮膚硬イヒ.消化管病変.間質性肺炎

3 糖尿病性腎症

複数の放射線画像

診断医による

死後画像読影結果
1摯 ,電 :■

|‐ ●苺げじ■

■●・|■ |.

轟Ol・nt● 1“ gt

や 0
, ■ 1,● |■ :■

“

,ヽ ■ ‐,
籍:||llilし ,な :さ :|:|:|
■ ● ● ■ |■ ● ウ さ ● ●

0 鶯 |・  ´‐ |・  1 ●  .

轟,商事黒怖轟犠‐各儡繕た1:事
病理 +承諾+モデル+司法 :肉眼所見での評価

東大
目立国際

医療
関東中央 千葉大

筑波

メディカル
東京通信 東海大 針

症例数 80 3 3 :52

一致水準

1.2
0 9 2

３ ７

４ ３

組織検査まで終了

東 大
目立国際

医療
関東中央 千葉大

筑波

メディカル
東京通信 東海大 計

症例数 3 3 2

一致水準

1,2
0 2 : ２６

鰯
病理+モデル,組織検査まで終了

東大
日立国際

医療
関東中央 千葉大

筑波

メディカル
東京通信 東海大 計

症例数 3 4 3 2 109

一致水準

1.2
11 8 0 2

２２

０ ２
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精度の高い条件での一致性評価結果
(病理解割 +承諾+モデル,組織検査 124例 )

2例  1例
(20/。 )(1%)

47例
(38%)

33例
(27%)

基準

1

死後画像(PMI)のみで病態解析およ
び死因究明が可能(主病変,副病変
一致,相互関係推定)

死後画像(PMI)のみで病態解析およ
び死因究明はほぼ可能.副病変は一

致しない.

死後画像 (PMl)のみでは病態解析に
おいて一致しない項目もあるが、死因
についてはほぼ指摘できる.

死後画像(PMI)のみでは病態解析は
部分的に可能であるが、死因につい
てはその可能性を指摘するにとどま
る.

死後画像(PMl)のみでは病態解析お
よび死因究明は困難。

その他

実施研究症例の有用性評価

剖検一死後画像対比
一致性 有用性に関する判断

墓率
カテゴリー

死後画像(PMI)のみで病態解析およ
び死因究明が可能(主病変,副病変
一致,相互関係推定)

生前画像のみで病態解析および死因究明が可能
であり、死後画像の必要性はない。

死後画像のみで病態解析および死因究明が可能

死後画像(PMI)のみで病態解析およ
び死因究明はほぼ可能.副病変は一

致しない.

であり、解割の必要性は殆どない。

死後画像で病態解析および死因究明はある程度

死後画像(PMI)の みでは病態解析に
おいて一致しない項目もあるが、死因
についてはほぼ指摘できる.

●幡 たが 、病 埋 群副 によう燿 認が 必晏 である。

死後画像では病態解析および死因究明は限定的

死後画像(PMI)のみでは病態解析は
部分的に可能であるが、死因につい
てはその可能性を指摘するにとどま
る

遺族への説明、に有用である。

死後画像による病態解析および死因究明は困難
で、病理解剖が必要である。

5
死後画像(PMI)のみでは病態解析お
よび死因究明は困難。

f

死後画像および病理解剖のいずれによっても病
態解析および死因究明は困難である。

その他 a～ fのいずれにも該当uユヽ
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有用性 (肉眼所見時点での推定)

対象:鑑定中の司法解剖,ネクロプシー症例を除いた152例

□ 3%
カテゴリー

生前画像のみで病態解析および死因究明が可能
であり、死後画像の必要性はない。     、

b
死後画像のみで病態解析および死因究明が可能
であり、解割の必要性は殆どない。

C

死後画像で病態解析および死因究明はある程度
可能だが、病理解剖による確認が必要である。

死後画像では病態解析および死因究明は限定的
だが、その情報は解剖手技、報告書作成、或いは
遺族への説明、に有用である。

死後画像による病態解析および死因究明は困難
で、病理解剖が必要である。

f

死後画像および病理解剖のいずれによっても病
態解析および死因究明は困難である。

a～fの いずれにも該当しない

補足

MRIを使用することにより,CT装置を用いた場合に比べ
,

一致率、有用性が向上した症例があつた(承諾解剖で
は15例中4例 ,病理解剖症例では,7例中1例 ).

解割前情報としての意義
・ 解剖開始前の情報として有用であつたと考えられる病変と

して,大動脈解離,大動脈瘤,血腫,腔水症,腔気症など
が挙げられた。これらの症例では,死後画像による病変の
情報によつて解剖手技や検索方法の選択の一助になった.

占拠性病変の場合,解剖前の位置情報の把握に役立っ
た例もあった.
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|

8医療機関で2年間,200例近くを調査,分析

組織検査を含めて検討し,比較すると、
´

死後C丁画像と病理所見が非常によく一致した症例  :2
解剖調査が必要なかったほど有用,と判定された症例 :

死後CT画像で病気の全貌が分かるわけではない

死後CT画像では,   ′

画像診断医の正診率の高い病変(70%以上:大動脈解離
など)もあるが,低い病変(30%以下:全身性感染症,塞栓
症など)もある。

限界もあるが,解剖前の情報として一定の有用性
/ノ

死後画像 鐘
組織検査

死因、病態の
確実な分析は

解剖調査 + 臨床評価

ざ赳回1嘉ドラィス|三二7Jb眩
①
②
③
④

「死後画像 実施・撮影マニュアル」
「ご遺族への死後画像撮影前の説明ガイドライン」
「死後変化を病変と認識しないための読影ガイドライン」
「死後画像に対応した病理解剖マニュアル」

調査解剖

`診療関連死

調査前の話し合い

滋療摯

有用性、限界を説明
情報提供

16



提言 l」調電康瞥覇孵      yt弓脚 憲亀槙
つ

ることができる。実施に当たつては臨床装置を用いることについて
の院内の合意、手続きなど、前もって実施できる環境を整える必
要があり「実施・撮影マニュアル」の参照が望まれる。

2.現在のCT装置を用いた死後画像検査は、その有用性、限界を
考慮すると、解剖調査の代替物ではなく、「死後C丁画像検査を全
ての診療関連死調査症例に施行すべき」とする必要度には達して
いない。高性能MRI装置での検討を継続すべきである。

3.診療関連死調査前に遺族への情報としそ医療機関が用いる
場合は、死後画像の限界について+分説明の上、用いるべきで
ある。説明の際には、死後画像診断の確実性による疾患/病変分
類表 (「説明ガイドライン」)の提示が望まれ、死因との関連性につ
いて症例ごとに慎重な判断が必要であること、調査方法として解
剖調査を含むことが基本であることに留意する。

4.死後CT画像の読影にあたっては「読影ガイドライン」を参照し、
死後画像検査を行つた症例の解剖調査では「解剖マニュアル」に
沿つた検索が求められる。

診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業

これまでの総括と今後に向けての提言 (抜粋)平成22年 3月

(4)解剖の実施体制

解剖による評価では、肉眼的評価、病理組織学的検査による評価を
行うとともに、特殊検査 (血中薬物濃度、羊水成分の測定)を行つた事
例もある。事故等の発生から死亡までの経過が長い場合は、解剖を
行つても直接には死因が特定できない場合もあったが、解剖により異
常所見のないことを確認すること自体が評価上で重要な判断材料と
なり、解剖データは全ての事例において、ポジティブあるいはネガティ

死亡原因については、解剖によつて初めて死因が特定された事例自

ら診療行為の評価に直接役立つ新たな所見を得ることは難しく、これ
らの事例では臨床評価が検討の中心となったが、解剖所見を踏まえ
て検討できた意義は大きい。

(6)死因究明と臨床評価
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霊安室長期安置 :「死因に矛盾はなし」第二者が解剖結果

毎日新聞 2009年 12月 24日 1時50分

名古屋大学医学部付属病院で7月 に死亡した中国籍の男児(当時1歳 )

の導体が、霊安室に長期間安置されていた問題で、鵬臓硼随撚麟【ぃ

因とみて矛盾はないと説明している。今後、臨床所見などとともに、総合
的に判断して最終報告をまとめる方針。

同日開かれたこの問題の調査委員会(委員長、矢作直樹東大付属病
院教授)で報告された。遺体は11月 3日 、藤田保健衛生大(愛知県豊明
市)で解剖され、病理的な分析が続いていた。

松尾清―名大病院長によると、男児が受けた胃の手術痕や、肺、心臓
などが調査され、持病だった肺高血圧症の病変などが確認された。投与
された薬物の血中濃度などは現在も検査を続けている。T方、遺族側は、
解剖医から直接、結果の報告を受けたという。

調査委員会は年度内に報告書を提出する。【山田―晶】    |

病理解剖所見の信用性,証明カ

一般的には高いとされている.

観察記録文書のみでは不十分な場合もある.

解剖調査実施マニュアル (木村班)

7.【解剖の手順】      ｀

2.ポイントとしては,

とを対比・確認しながら解剖を進める。肉眼所見が重要なケースが
多いことに留意し,重要な所見については,随時,本来の位置(in
stu)での写真を撮影するように心がける.

感染,薬物等が死因に関連していると考えられるときには,血
液や感染組織の培養検査,生化学検査,薬物・毒物検査等を行う.

また,医療行為による所見(血管カテーテル挿入部・バイパス手術:

ペースメーカー・人工弁の確認)は ,臨床立会医の助言の下,医療
行為と対応させつっ,ネガティブ所見を含めて,所見をとるょ

○



資料 3綱J添 )

ご遺族への死後画像撮影前の説明ガイ ドライン

責任担当者 :岡 輝明

厚生労働科学研究費補助金地域医療基盤開発推進研究事業

「診療行為に関連した死亡の調査分析」における解剖を

補助する死因究明手法 (死後画像)の検証に関する研究

研究代表者 深山正久  (事務局 :高澤 豊)



|ご遺族ヽの死後画像撮影前の説‐明ガイドラィン

責任担当者 岡 輝明

説明ガイ ドラインサブグループ班員 :酒井文和、丹正勝久、矢作直樹、吉田謙一

目次

1.説明ガイ ドラインの目的

2.説明の方法

3.説明の項 目

1)死後画像撮影とは

2)死後画像の有用性

3)死後画像の限界性

4)解剖調査の必要性

4.付表
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説 明 ガイ ドライ ンの 目的

死後画像には、患者さんの疾患や病態の死亡時点での状態、治療の効果、死亡

に近い時点での合併症や偶発症などに関する情報が含まれている可能性があり、

死因に繋がる病態を解析 し死因を推定する上で意義のある検査の一手法と考え

られ る。 しかし、これまでの死後画像の集積とその検討結果を踏まえると、死

後変化や造影剤を用いた検査の困難さなどの要因から、現時点では死後画像の

みですべての疾患や病態を確実に診断できるわけではない。病変の質によって、

診断がほぼ確定できるものから鑑別診断を挙げるにとどまるものまであること

を理解することが重要であり、解剖調査に代わる調査方法ではない。

ご遺族に死後画像有用性と限界性を説明し、解剖調査に代わるものではない

こと十分理解 してもらうことが必要である^

説 明 の方法

ご遺族に対する死後画像撮影の説明と許諾は、一定の書式をもつて行なうこと

が望ましい。

ご遺族への説明は、原則 として主治医が行なうが、医師団の責任者が代行する

ことは可能である。また、主治医単独の説明ではなく患者さんの治療に関与し

た他の医師や看護師などの同席が望ましい。

死後画像撮影は原則として解剖調査を前提 として行なわれるので、解剖の許諾

を得る際にそれに引き続いて行なう。

解剖 を前提としない場合、あるいは、解剖を望まない場合には死後画像撮影に

ついて、その有用性とともに限界を十分ご理解いただくことが重要である。

説明に当たっては「疾患/病変分類表」を示 して具体的に説明することが望まれ

る。
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説明の項 目

1.死 後 画像撮影 とは

1-1:死 後画像撮影 とは、非侵襲的にご遺体の全身 (頭部、体幹、四肢)の
CT、 NllRI、 超音波などの画像を撮影することである。現時点では、多くの場合
CT画像の撮影を指すが、医療機関ごとに事情は異なる。

1-2:撮影に要する時間については、CTだけなのか NIIRIな どの撮影も含まれ

るのかによって異なる。また、撮影の機種によっても撮像時間に差があるため、

おのおのの医療機関で異なると考えられる。    |
撮影そのものの時間のほか、ご遺体の搬送などの時間についても手順の説明

とともに説明することが望まれる。

1-3:そ の他の事項     `
1-3二 1:費用。医療機関ごとによって異なると思われる。医療機関もち (無

料)から実費負担まであると思われ、また、画像フイルム作成する場合や

画像情報をメ1ディアに焼き付けてお渡しする場合など、諸般の状況によっ

て負担額は異なる。

1-3-2:個 人情報の扱いと情報の共有

個人情報の管理には万全を期すべきであり、この点の説明も必要であろ

う。また、画像情報はご遺族と共有すべきものであり、内容の説明が必

要であるが、画像採取直後なのか解剖調査後、あるいは、最終報告時点

なのかは医療機関ごとに取 り決め、ご遺族の了承を得る必要がある。
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2.死後画像の有用性

死後画像は、非侵襲的検査であり、臓器の位置関係を理解するのにきわめて有

用であり、解剖調査を補完する上で意義があると考えられている (表 :カテゴ

リ‐分類)。

以下に、診断確度の高い疾患を例示する。

症例 :解離性大動脈瘤

図 1-1 80歳 代の女性。心街部痛と呼吸苦で来院し、心配停止に至った急死

例。遺体のMRI画像である。上行大動脈から大動脈弓部における大動脈の解離

がきれいに描出されている。

図 1-2 MRI画 像 とほぼ同一面と思われる大動脈弓部の割面。血液が抜けて

しまっているので解離腔が狭くなつていることを除けば、MRI画像 と病理所見

はみ ごとに一致している。



3.死後画像の限界性

以下のような疾患・病態では、診断に関して下定の限界性があることが指摘
されている (表 :カ テギリ早分類)。      `

症例 :急性肺動脈血栓症

図2-1 急性心筋梗塞に対して冠動脈のステン ト留置術 2日 日に急死。遺体

のMRI画像。肺動脈幹から左右の本幹にかけて内腔が不均―に見えるが、この

所見がアーチファク トである可能性は否定できず、血栓の存在を確実には指摘

できない。

図 2-2 肺動脈本幹内の新鮮血

栓。

図 2‐ 3 右肺上葉の肺動脈断面。

内腔は新鮮な血栓で充満 し、血管腔

は閉塞している。
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4.解 剖調 査 の必要性

主病変についての死語画像診断と剖検診断の一致率はかなり高く、一方、死因

につながりうる副病変や合併症の指摘率あるいは偶発症や潜在癌などの指摘率

は一定しない。

死因につながりうる副病変や合併症の うち死後画像が指摘 しにくかった病変は、

新鮮な肺梗塞、新鮮な心筋梗塞、びまん性誤哄性 (閉塞性)細気管支炎などで

あつた。          ′

死後画像は、体動がなく心拍や呼吸運動のない状態での撮像であるため、理想

的な画像が採取できる反面、造影剤が使えない、肺は呼気状態である、ダイナ

ミックな動きは観察できないなどの欠点をもつ。

また、死後変化にっいての知識も十分蓄えられていないので、病的所見と死後

変化の鑑別がむつかしいことがぁる。    ′

したがつて、現時点では死後画像で陽性所見が得 られた場合であっても、その

死因への関与や病態を最終的に確定するには解剖調査が必須である。カテゴリ
ー分類を示 しつつ、具体的に説明することが望まれる。
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|   ・

表■画像診断の確実性によ|る疾患/病変分類

分類 説 明 疾患の例
申

A 死後C丁画像によりほば確実に

診断される疾患群

大動脈解離、大動脈瘤、終末腎、腔水症、

間質性肺炎(周 囲の肺がクリアな場合 )、

腔気症(ただし死後長時間の場合は死後変化との区別力t困難)

B 死後 CT画像により診断される

可能性はあるが、確実とはいえない

疾患群

心嚢水、心タンポナーデ.肺炎/気管支炎(肺水腫の合併がない場合)、

硬膜下血腫、高度の肝硬変症/肝線維症

C 死後 CT画像による診断が現時点で

はむずかしい疾患群

全身性感染症 (粟粒結核など)、 血栓症、塞栓症、

軽度の肝硬変症/肝線維症、髄膜炎、神経変性疾患、

急性および陳旧性心筋梗塞、原発不明癌

*ただし、これらの疾患が死因とはかぎらない。





























資料 4(別添)

平虚 1年度厚生労働科学研究費補助金
｀
(厚生労働科学特別研究事業)

「小児の脳死判定及び臓器提供等に関する調査研究」
研究代表者         l

貫井英明

山梨大学宅誉教授、学長特別顧問

小児法的脳死判定基準に関する検討
(抜 粋)

研究分担者

山田不二子

医療法人社団三彦会山田内科胃腸科クリニック副院長

研究協力者

阿部 俊昭 東京慈恵会医科大学 1図神経外科 教授
水口  雅 東京大学医学系研究科 発達医科学 教授
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別資料 1ヽ

「脳死下臓器提供者から被虐待児を除外するマニュアル」に関する検討

医療法人社団三彦会山田内科胃腸科クリニック副院長
日本子ども虐待医学研究会事務局長 山田 不二子

はじめに

「臓器の移植に関する法律」の改正によつ

て、附則に「 (銅 5 政府は、虐待を受け

た児童が死亡した場合に当該児童から臓器 臓

器の移植に関する法律第五条に規定する臓器

をいう。)が提供されることのないよう、移植

医療に係る業務に従事する者がその業務に係

る児童について虐待が行われた疑いがあるか

どうかを確認し、及びその疑いがある場合に適

切に対応するための方策に関し検討をカロえ、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものと

する。」と規定された。

これにより、明図死下臓器提供者になりうる

状態の児童について、虐待が行われた疑いがあ

るかどうかを確認し、虐待の疑いがある場合は

当該児童から臓器提供が行われることのない

よう」にするためのマニュアルが必要となつ

た。

「虐待を受けたと思われる児童の通告義務」

は、′児童虐待の防止等に関する法律と児童福祉

法で規定されてお り、被虐待児の診断は通常診

療の中で行われなければならないものである

が、現在の日本においては医療・保健・児童福

祉・警察・検察・教育等の関係機関間の連携が

制度として確立されておらず、虐待が行われた

疑いのある場合に対応するためのシステムが

十分構築されているとは言い難し、

そこで、ここに 明肖死下臓器提供者から虐待

を受けた疑いのある児童を除外する」ことを主

日長に置いたマニュアルを提示する。

従つて、このマニュアルによって臓器提供者

から除外されたとしても、当該児童が虐待を受

けたことを必ずしも意味するものではなく、除

外者の中に被虐待児でない症例が含まれる可

能性が残るが、臓器提供者から被虐待児を除外

するためには現状ではやむを得ないと判断し

た

本マニュアルを使用して被虐待児を臓器提

供者から確実に除外するためには、臓器提供意

思の有無に関わらず、患者が入院した時点から

通常の虐待診断と並行 して本マ■ュアルを活

用することが有効であり、そうすることにより

臓器提供の申し出があつたときにあわてて対

応する必要がなくなり、適正な診断が可能にな

ると考えられる:

さらに、日常臨床活動の中でこのような診断

行為を積み重ねていくことにより、将来的には

本マニユアルが「臓器提供者から被虐待児を除

外する」マニュアルから「被虐待児を診断する」

マニュア/L/2と 改善され、「臓器を提供する」

という尊い意思をより確実に活かすことに繋

がることを期待したし、

I。 「脳死下臓器提供者から被虐待児を除外す

るマニュアノИ

l。 本マニュアルの対象

「ガ況 法的脳列伴」卸 および「/J蜆法

的脳死判定マニュアノ均 は、15歳未満の小

児を対象とするものであるが、本マニュアル

は、児童福祉法における「児童」の規定 り

に従つて 18歳未満の児童を対象とする。

2.用語の定義 0説明

本マニュアルでは、以下の用語が「 」内



に説明した意味で使われている。

“当該児童"と は「器質的脳障害により深昏睡

および無呼吸を来している 18歳

未満の児童」を指丸

“乳幼児"と は「就学前の児童」を指丸

`跛虐待児"と は 確鞘「もしくはネグレクトを

受けた児童」を指す。

“保護者"と は「親権を行 う者、未成年後見人

その他の者で、児童を現に監護す

るものの」を指す。

“第二者"と は「当該児童の保護者 。きょうだ

い・親族・同居人のいずれでもな

い者」と定義する。

3.脳死下い から被虐待児を除外す

る羽 1頂

1)「被虐待児である可能性を完全には否定

できない」場合として示した下記の項目

のいずれ力ヽ こ該当するときは、その児童

を臓器提供の対象から除外する。

(1)乳幼児突然死症は Sudden want

Deatt Syndro五 cSDS)助

(2)原疾患の診断が確定していないとき

2)「被虐待児ではない」と確実に診断でき

る下記の条件を満たし、上記 1)の項目

のいずオuこも該当しない場合は、その児

童を臓器提供の対象にすることができ

る。

(1)器質的脳障害の原疾患として外因が

疑われる場合の条件

① 家庭外で発生した事故であつて、第

、三者による信頼に足る目撃証言が得

られており、受傷機転と外傷所見と

の因果関係が合理的に説明できる。

②第二者による目撃証言は得られてい

ないが、器質的月肖障害の原疾患は当

該児童が自動車等の乗り物に乗車中

の交通事故外傷であることが明らか

である。

③窒息事故で、その原因が誤哄であるこ

とが気管支鏡検査等によって明白で

あり、第二者による信頼に足る目撃

証言がある。

(2)器質的脳障害の原疾患として内因が

疑われる場合の条件

①原疾患が先天奇形もしくは明らかな

疾病であることが確実であり、病態

の悪化に対 して外因の関与がない

か、関与があったとしても、その外

因は不慮の事故であることが明らか

である。

3)上記 1)、 2)のいずれにも当てはまら

ないか、または、どちらに該当するのか

判別が困難なときは、添付の「チェック

リス ト」に基づいて被虐待児である可能

性のある児童を除外し、被虐待児でない

ことが確認できる場合のみ、その児童を

臓器提供の対象にすることができる。

この際く下記の (1)、 (2)に該当

する場合は、特に慎重な判断が必要であ

る。

(1)家庭内で発生した事故等による外因

が器質的脳障害の原疾患であると考えら

れる場合 4~8ゝ

(2)家庭外の事故であってもt第二者に

よる信頼に足る目撃証言が得られていな

い場合

Ⅱ. 滋菌ぎ靭

1。 「乳幼児揺さぶられ症触 Shaken Ёaby

S脚山mlα SBS,10」 等の「虐待による頭部

デMttα疑刈dvc Hcad Trama:AH町 テ
1)」

は、

体表外傷を伴わないことがあるので注意

を要する。

2。 「躯幹部鈍的外傷G冨:Blunt TO厖o

TramaoO」 も、皮下出血などの体表外傷
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を伴わないことがあるので注意を要する。

Ⅲ.考察

1:本マニュアルの趣旨

本マニュアルは、「被虐待児を診断するマニ

ュアノL/」 ではなく、 明肖死下励̈ から被

虐待児を除外するマニュアル」であり、被虐待

児ではないと確実に判断できる児童を選び出

すためのものである。  ・

従つて、本マニュアルによって臓器提供の対

象者から除外されたからといって、必ずしも、

その児童が被虐待児であることを意味しない。

すなわち、脳死下臓器提供者から除外された児

童の中に被虐待児でない症例が含まれる可能

性が存在する。医療機関と児童相談所や警察等

との連携が未だ不十分である日本の現状を考

慮し、脳死下臓器提供者から被虐待児を除外す

るために、現時点ではやむを得ないと判断し

た

将来、本マニュアルが「子ども虐待・ネグレ

クトを診断することで脳死下臓器提供者から

被虐待児を除外するマニュアノL/」 へと改訂され

ていくことを期待するものである。

なお、本マニ三アルは′L停止下臓器提供の場

合にも適用できると思われる。しかし、「被虐

待児」である可能性を否定できない場合に、心

停止後に血液検査や放射線学的検査を行 うこ

とは事実上不可能である。従つて、心停止以前

に「被虐待児でないこと」が本マニュアルに基

づいて確認できた場合にのみ、臓器提供が可能

であると判断される。

2.本マニュアルおよびフローチャー ト 傷J

紙)の基本的な考え方

「脳死下臓器提供者から被虐待児を除外す

るマニュアノL/Jも男J紙の「フローチャー ト」も、
「1)被虐待児である可能性を否定できない症

例」をまず最初に除外し、ついで、「2)被虐

待児ではないと確実に診断できる症例」を選び

出すという構成になっている。

1)でも2)でもなぃ始 、もしくは、1)、

2)のいずれに該当するの力半J断ができない場

合は、次に説明する「チエックリスト」 偶1表)

を活用して、脳死下臓器提供者から被虐待児を

除外する。

なお、参考文献 4～8によると、家庭内事故

の場合、不慮の事故で致死的な外傷を負 うこと

は稀であって、家庭内で発生した外傷で致死的

になる症例は虐待によるものであることが多

ぃとされる。この知見に基づき、本マニュアル

では、明らかな誤哄による窒息以外の家庭内事

故は虐待の可能性について慎重な判断を必要

とするものとした。    '

3。 「チェックリスト」 偶」表)の説明

1)一つでも該当する項目があれば、虐待が

強く疑われるもの

身体的虐待に特徴的な皮膚所見が認められ

るとき
l}10や

、保護者の説明もしくは当該児童

の発達段階と外傷所見とが矛盾するとき
卜10

には、虐待が強く疑われるので、その児童から

臓器提供をしないこととする。

2)2歳未満の平L幼児の場合

2歳未満の平L幼児の場合、体表外傷が無くて

も、「乳幼児揺さぶられ症熙 Shaken Baby

SP“mc SBS'n17ュめ」等の「虐待による頭部

外傷ぃ面 К Hcad Trama:珊 1°
」 (以下、

SBS/AI‐ I「 とけ 。)や虐待による骨折を負っ

ていることがあるので、2歳以上の児童よりも

詳しい検査を要する。

SBS/Amの三徴は、「硬膜下血腫・クモ膜

下出血等の頭蓋内出血」「びまルШ尚ツ判勤 「広

汎で多発性・多層性の網膜出血」である
1卜R

頭部 CTでは少量と思われた頭蓋内出血が頭

部 MMで は相当量であることが判明した り、

頭部 MRIではじめて脳実質損傷が発見される

こともあるので、必要に応じて頭部 MRIを撮

影する。また、頭蓋内出血や脳実質損傷の程度

に比して呼吸状態が悪い場合は頚髄損傷が発
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生していることがあるとする報告
20pが

ぁるの

で、必要に応じて頚椎MRIも撮影する。

SBS/AI‐ITの診断のための眼底検査 2れ
測熙

医に実施してもらうことが望ましい。当該児童

が死亡した場合、死因の検索のために司法解剖

が実施されたとしても、眼球が摘出されるとは

限らないため、三徴のうちの一つを占める網膜

出血の情報が得られない場合が少なくなし、ま

た、軽度の網膜出血は不慮の事故でも起こるこ

とがある
221ので、眼底検査において、網膜出血

が認められたか、認められなかったかだけの記

録では、SBS/AI‐ITを診断するのに不十分であ

り、倒像鏡を用いて観察した詳糸田なスケッチな

いしは眼底写真で証拠を残すことが大切であ

る。
一徴には含まれないが、SBs/AHTに は後部

肋骨骨折や骨幹端骨折 レ ケヾツの柄骨折や骨幹

端角骨折)を合併することがある
l卜19。

これら

の骨折が認められると、三徴がそろつていなく

ても、SBS/AI‐ITの可能性が高まる。従つて、2

歳未満の平L幼児に対しては、プロトコル 2)に
従

つて全身骨撮影
24pを

施行し、放射線科医に読影

を依頼することが重要である。しかしながら、

乳幼児の骨折、特に肋骨骨折を受傷直後に X
線写真で発見することはたいへん難しいので、

当該児童が生存している場合は、受傷の約 2週

間後に全身骨撮影を再撮する:この場合、頭蓋

骨X線は骨条件頭部 CTで代用してもよし、た

だし、脳死状態にある乳幼児に関しては、全身

骨撮影の再撮だけのために、2週間も待つ必要

はなし、

なお、臨床症状等からSBS/AHTが疑われる

場合は、2歳以上の児童であっても、チェック

リ不 卜④～⑥の検査を施行する。

3)虐待・ネグレクトを疑わせる′靡 反

子ども虐待。ネグレクトを医療機関だけで診

断することは非常に難しい。特に、脳死状態と

なり得るほど重症な症例の場合、児童相談所・

保健所・保健センター・警察等の持つ情報は虐

待。ネグレクト診断に不可欠であり、これらの

機関への照会を怠らないことが肝要である。

照会を求める情報は、チェックリストの3)

oおよび4)(12),(13)に列挙したが、当該児童

に関する情報だけでなく、きょうだい (異母・

異父きょうだいを含める)に関する情報にも留

意することが重要である。特に、きょうだいの

中に不審死 2oを
遂げた者や乳幼児突然死症候

群sudden Mant Dett Syndrollnc:SDSソ 擬い

を含む)が死因であるとされている者がいる場

合、この家庭で過去に虐待があつた可育旨性を考

慮すべきで、当該児童にも同じようなことが起

こつていないかどう力ヽこついて精査を要する:

児童虐待の防止に関する法律第二条第二号
のの規定によれば、ネグレクトも児童虐待に含

まれるため、ネグレクトを受けた児童からも臓

器提供はできない。

ネグレクトの中でも、 味養のネグレクト」

に基づく「非器質性発育障害omorganic
FailuretO羽 五ve:NO]日ηP」 は嘘 朋レkによ

つて致死的になることがある。NOlttTの判断

には、小児科医による成長曲線の精査
2つ
が欠か

せなし、

また、保護者が乎L幼児の監督を怠 り、安全管

理の不行き届きによつて、子どもが重大な事故

に遭ったり、薬物 ,毒物を誤飲したりした場合

も、「安全のネグレクト」とみなされ、当該児

童から臓器提供はできない。

虐待によつて子どもが外傷を負った場合、保

護者は、医師に虐待を見咎められるのを恐れ

て、被害児を医療機関に連れてくるのが遅れが

ちになりやすい1■15、 当該児童の症状に気づい

てから受診行動に移るのが不当に遅いと感じ

たときには、注意を要する。

4)該当する項目があった場合に、総合的判

断を要するもの

児童虐待の防止に関する法律第二条第四号
つの規定によれば、児童が同居する家庭におけ

る配偶者に対する暴力①ⅥPを児童に見聞き
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させることは心理的虐待に当たるとされる。さ

らに、DVと子ども虐待 。ネグレクトは合併し

ゃすぃ29Dので、保健所 0保健センター、警察等
への照会によってDV情報が得られた場合は、

総合的判断を要する。
「皮膚衛生のネグレクト3o」 ゃ「口腔内衛生

もしくは歯科医療のネグレクト引)」 を疑わせる

所見をチェックリスト4)(15)に、「医療ネグ

レクト32β助」を疑わせる'情報を(loに、「教育

のネグレクト3o」 を疑わせる情報を(1のに列挙

したので、これらを参照のうえ、他の所見とも

併せて、ネグレクトの有無を総合的に判断す

る。
「代理 に よる ミュン ヒハ ウゼ ン症候群

SunChausenSyndrolnebyProxyI MS,D5タ カ と

は、保護者 (その多くは母親)が 自分の子ども

を病人に仕立て上げるという特殊な虐待で、診

断が非常に難 しく、また、致死的になることが

少なくない。原疾患は内因性 と考えられるのに

確定診断が得 られていないときや、極めて特殊

な病態を考えない と当該児童の症状を説明で

きないような場合は、MSBPの可能性も念頭に

置いて、鑑別診断を進める必要がある。

5)薬物中毒が疑われる場合

通常の検査では原因が推定できない神経学

的症状を認めた場合は、Triagθ等の薬物検査キ

ットによる薬物中毒のスクリーニシグおょび

血中アルコール濃度の測定を行うも'■ それで

も、神経学的症状の原因がわからず、犯罪の可

能性が疑われる場合は、警察に通報する。

なお、必要に応じて後で追加の検査を施行で

きるように、尿・血液・胃内容物等の検体は冷

凍保存しておくbゝ

Ⅳ.補足情報

「躯幹部鈍的外傷oず 」等の身体的虐待、
「乳幼児揺さぶられ症雌 BS,101/虐待に

よる頭部外傷゙ Hげり」「椒 性発育障害
NΠ ⊃

2o」 「医療ネグレクト
323助

」「代理に

よるミュンヒハウゼン症候群●ISBD2534)」 につ

いては、「社団法人日本J蜆科学会 子どもの

虐待問題プロジェクトチーム」力`「子ども虐待

診療手引き」を作成しているので、そちらを参

照してくださしヽ

h中・||いもpedS.Orjp/slidc/index.h皿

なお、児童からの臓器提供に際して、子ども

虐待 。ネグレクトの診断や対応に関する相談・

助言を必要とする場合は、「日本子ども虐待医

学研究会」に郵 くださしヽ

週目確じt:
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脳死下臓器提供者から被虐待児を除外するマ■ュアル

ー フローチャー ト ー

1)被虐待児の可能陛を否定できない

(1)乳幼児突然死症候群

(2)原疾患の診断未確定

3)チェックリストの活用必要

(1)1)で も2)でもない場合

(2)1),2)のいずれに該当するのか

判断ができない場合

※特に慎重な判断が必要な場合

(1)家庭内事故

(2)第二者日撃のない家庭外事故

チェックリス ト活用

1.(D～ (lDないしは5)に一つでも該当す

る項目がある場合

2。 (19～(10に該当する項目があり、詳しい

調査の結果でも総合的に虐待がないと判

断できない場合

項目で該当するものがない場合

(10～(10に該当する項目はあるが、詳し

い調査の結果、総合的に虐待はないと判断

できる場合         :

臓器提供の対象から除外

被虐待児でないことが確実

(1)外因性疾患

① 第二者目撃のある家庭外事故で

受傷機転に不審な点がない

② 乗り物乗車中の交通事故

③ 誤哄による窒息事故で第二者

目撃あり

12)内因性疾患

① 原疾患が先天奇形あるいは明らかな

疾患で不審なところがない



チエックリスト                ・

このチェックリストは、臓器移植に係る業務とは異なる日常診療においても、子ども虐待・ネ
グレクトが疑われたときのチェックリストとして活用することができる。

1)次に挙げる項目(1)～(3)の うち1つでも該当するものがある場合は、その児童から臓器提供を
しないこととする。

2)当該児童が2歳未満の乳幼児の場合、④～

“

)の検査を施行し、虐待を疑う所見が1つでも認
められた場合は“平L幼児揺さぶられ症候群:SBS9210/虐待による頭部外傷:湖阻1)や “被
虐待児症候群:Thc Battered Child Sp血 )Щρ"の可能性があるので、慎重な判断を要する%lL

i← 19。

(1)虐待に特徴的な皮膚所見
B4

①体幹・頚部 ,上腕。大腿に認められる複数の外傷
②同じ形をした複数の外傷
③新旧織り交ざつた複数の外傷
C境界鮮明な熱傷・火傷
⑤バイト・マーク (噛み痕)

② 保護者の説明と矛盾する外
傷13■o

①外傷の発生機序に関する保護者の説明が医学的所見に矛盾し
ている。

o)当該児童の発達段階と矛盾

する外傷
13～15)

①外傷の発生機序として保護者が説明した内容や外傷所見が当
該児童の発達段階に矛盾する。

孝[あむ児揺さぶら
れ症醜 SB〔ゞ

l

O/虐待による頭

部外傷←劇⊃
1りの

郷通い

④ 難 FCT必要に応じて頭部
MRI・ 頚椎MMを併用する。)

①交通事故以外で発生した硬膜下血腫
②交通事故以外の原因による外傷性びまん
性軸索損傷や灰白質一白質剪断といったS

BSや赳∬を疑うべき脳実質損傷
① 原因不明の頚髄損蟄

(5)倒像鏡もしくは乳幼児用デ

ジタル眼底カメラによる眼底

躍 D(眼科医にコンサル トす

ることが望ましし、 )

①広汎で、多発性・多層性の眼底出血
鍼 勝 駆
③網膜ひだ

鵬 排り菫傷寄羊
16

)の疑い、

もしくは、

SBS/AHT9～
1り の

疑い

⑥ 全身唱蒲漫″'豹 側 協 叫医
にコンサルトすることが望ま

しい。)イ 必要に応じて胸部CT
を施行する。

①肋骨骨折

②長管骨の骨幹端骨折 レヾケツの柄骨折、骨
幹端角骨折)

③保護者の説明と矛盾する骨折
10

② 原因不明の)骨折の既往



3)次に挙げる項目o～(H)の中に該当するものがある場合、子ども虐待・ネグレクトがないこ
とを確信できないなら、その児童から臓器提供をしないこととする。         、

σ)児童相談所およ動 ・保

健センターヘの照会

①照会先から当該児童について子ども虐待・ネグレク トに関連
する何らかの情報が得られた。

②照会先から、当該児童のきょうだいに関する子ども虐待。ネ
グレクト情報が得られた。

③当該児童のきょうだいの中に、死因が明らかでない死亡ど )

ヽ DS31 擬)がぃるという情報が得られた
④保護者が覚醒剤や麻薬などの違法薬物を使用しているという
情報が得られた。

(8)小児科医による成長状態の

臨

①医学的に相応の理由がないのに、成長曲線 (身長・体重)の
カーブが標準から大きく下方にずれている

2η:(非器質性発

育障害 lNOWl的 の疑しリ
②医学的に相応の理由がないのに、頭囲の成長曲線がある時′点
から急に上方にずれている。 (虐待による頭部外傷

1りの後遺
症としての頭囲拡大の疑い)

o)ネグレクトが疑われる状′6

)

①当該児童が平L幼児 (障害児の場合は発達段階として働議神商と

考えられるとき)であるのに、平L幼児だけで外遊びをさせる

、危険物を放置し安全管理をしないなど、保護者が適切な監
督をしていないことが明確である。

②飢餓状態が疑われる。

③嘔吐や下痢など相応の理由がないのに、脱水状態となってい

る。

(10)受診の遅れ ①当該児童の症状に気づいてから受診行動に移るまでに長時間
B～1つを要していて、その理由を合理的に説明できない。

(11)き ようだいの不審″ 5)

およ筏 DSの (;⑭

①家族歴の聴取および児童相談所・保健所・保健センター・警
察への照会によって、きょうだい (異母・異父きょうだいも

含む)の中に、死因が明らかでない死亡榔 DS3)(無勁れヽ

るという情報が得られた



4)次に挙げる項目(12)～ (18)の中に該当するものがあるときは、総合的に判断し、子ども虐待・

ネグレクトがないことを確信できる場合のみ、その児童から臓器提供することができる。

5)通常の検査では原因が推定できなし林申経学的症状を認めた場合は、「トライエージσぬgcal

等の検査キットを使って、尿・血液・胃内容物等の薬物検査“
'24Dを行う。必要に応じて、ア

ルコニル血中濃度も測定する。薬物が検出された場合は、その児童から臓器提供をしないこ
ととする。
なお、「トライエージ」で検出できる薬物は、フェンシクリジンeCD、 ベンゾジァゼピン

類 oZの、コカイン類(COC)、 アンフェタミン類ぃ 噂、大卿 o、 ォピエート類(OPD、
バルビツール酸類oAR3、 三環系抗うつ薬類σC対の忠類である。

(1動 児童相談所・保健所・保健

センターヘの照会

①紹介先から当該児童の家庭において配イ酪謗詢りlDV)がある
■29pと ぃぅ情報が得られた。

(13)警察への照会 (照会しても
情報が得られない場合は、「

該当なLjと判断してよし、
)

①警察から当該児童やそのきょうだいについて子ども虐待・ネ
グレクトに関連する何らかの情報が得られた。

②当該児童は平L幼児で、わ目回等で警察に保護されたことがあ
る。                     1

③当該児童のきょうだいの中に、死因が明らかでなぃ死亡者均

も DS3)(;動がいるという'情報が得られた
④保護者が覚ellや麻薬などの違法薬物を使用しているという
情報が得られた

⑤当該児童の家庭において配偶者暴力のDがある
2ι 291と ぃぅ

情報が得られた。

(lo小児科医による母子健康手

帳の儡
①母親は必要な妊婦健診を受けていなかった。
②出産に際して、医師もしくは助産師など儘 に足る大人の立

ち会いがなかった。
③出生届や出生連絡票が提出されていない。
④当言亥腫 は、妥当な理申がないにもかかわらず、先天性代謝
異常の検査、勤 児健診、予防接種等の必要な保健医療サー
ビスを受けていない。

´

(15)ネグレクトの可能性が否定
できない状況

①皮膚の衛生が保たれていなしψ%
②未鑓 の多晏実描離が1と

(lo医療ネグレクト323助の疑い ①必要な医療を拒否したことがある。
②必要だつたにもかかわらず、医療が中断されたことがある。
③受診の遅れを疑わせる記録が残っている。 (医療ネグレクト
のほか、虐待の隠蔽を示唆する場合もある。)

(17)教育のネグレクト3oの疑い ①保護者の都合で不登校となっていた既往がある。
(18)代理によるミュンヒハウゼ

ン症候曲wSBP声
341の疑い

①医療機関からの紹介状を持たずに、当該児童の病気を訴えて
ドクターショッピングを繰り返していた

②当該児童は、医学的に説明のできない症状を繰り返し呈して
いた。

③保護者の訴える症状と臨床所見との間に矛盾がある。

10
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